
総
務
常
任
委
員
会

Q	

現
在
、
市
の
保
健
師
は
。

A	

保
健
師
と
し
て
の
定
数
は
定
め

て
い
な
い
が
、
令
和
２
年
度
末
で
４

人
が
退
職
、
令
和
３
年
度
で
１
名
採

用
。
現
状
と
し
て
は
３
人
少
な
い
状

況
。
現
在
は
12
名
で
あ
る
。

Q	

修
学
資
金
の
利
用
は
ど
の
く
ら

い
あ
る
の
か
。

A	

こ
れ
ま
で
に
６
名
が
利
用
。
保

健
師
に
つ
い
て
は
、
今
年
度
に
入
り

相
談
が
あ
っ
た
。

Q	

看
護
師
か
ら
保
健
師
を
目
指
す

よ
う
変
更
し
た
人
も
対
象
と
な
る
の

か
。

A	

市
の
保
健
師
を
対
象
に
加
え
る

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
借
り
て
い

た
看
護
師
で
保
健
師
を
目
指
す
方
も

対
象
と
な
る
。

Q	

減
免
の
見
込
み
は
。

A	

令
和
２
年
度
は
14
人
を
減
免
。

前
年
の
収
入
に
対
し
て
減
少
し
た
方

が
対
象
と
な
り
、
現
時
点
で
は
わ
か

ら
な
い
。

産
業
常
任
委
員
会

Q 

店
長
に
関
す
る
経
費
は
、
委
託

料
で
は
な
く
指
定
管
理
料
で
の
対
応

と
考
え
る
が
。

A	

店
長
は
大
変
重
要
で
あ
る
た
め

市
が
直
接
3
年
間
委
託
す
る
。

Q	

店
長
に
関
す
る
経
費
を
委
託
料

と
す
る
の
は
、
市
と
の
関
り
を
深
め

思
い
も
十
分
伝
え
る
と
い
う
こ
と

か
。

A	

市
も
力
を
注
い
で
い
る
。
指
定

管
理
者
と
連
携
し
進
め
る
。

Q	

既
存
業
者
と
協
力
し
て
集
客
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
協
議
会
発

足
の
考
え
は
。

A	

７
月
に
道
の
駅
構
内
の
民
間
施

設
、
隣
接
施
設
の
方
々
と
協
議
会
を

発
足
し
た
い
。

一
般
会
計
補
正
予
算（
補
正
第
２
号
）

総

務

部

Q	

空
き
家
は
何
戸
あ
る
の
か
。

A	

一
般
空
き
家
は
、
正
確
に
は
把

握
し
て
い
な
い
。
平
成
30
年
度
の
土

地
統
計
調
査
に
よ
る
と
約
１
８
０
０

戸
。

Q	

危
険
空
き
家
の
除
去
は
モ
ラ
ル

ハ
ザ
ー
ド
に
陥
ら
な
い
か
。

A	

ル
ー
ル
が
な
い
と
モ
ラ
ル
ハ

ザ
ー
ド
に
繋
が
る
と
危
惧
し
て
い

る
。
今
回
は
所
有
者
不
明
で
あ
る
こ

と
か
ら
や
む
な
く
除
却
す
る
。

Q	

危
険
な
状
態
の
空
き
家
は
何
ヶ

所
か
あ
る
。
固
定
資
産
税
の
滞
納
な

ど
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
把
握
が
必
要
で

は
。

A	

税
務
課
か
ら
リ
ス
ト
を
提
供
し

て
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
も
と
に

現
地
調
査
を
進
め
る
。

Q	

若
宮
駐
車
場
に
防
犯
カ
メ
ラ
の

設
置
を
す
る
が
、
実
際
の
被
害
は
あ

る
の
か
。

A	

警
察
か
ら
年
間
の
事
件
発
生
報

告
が
あ
る
。
平
成
30
年
に
は
２
台
設

置
し
て
い
た
が
、
今
回
事
件
が
あ
り

追
加
設
置
す
る
。

Q	

駐
車
場
に
長
期
間
停
め
て
あ
る

車
が
あ
る
。
調
べ
て
い
る
の
か
。

A	

調
べ
て
い
な
い
。
防
犯
カ
メ
ラ

の
映
像
は
、
警
察
か
ら
要
請
が
あ
れ

ば
提
出
す
る
。

Q	

圧
雪
車
購
入
に
つ
い
て
状
況

は
。

A	

現
状
は
３
台
。
１
台
の
修
繕
見

積
が
高
額
な
た
め
、
中
古
を
購
入
。

残
り
２
台
は
修
繕
す
る
。

市
民
福
祉
部

Q	

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給

付
金
は
、
予
算
が
通
り
次
第
、
支
給

す
る
の
か
。

A	

予
算
可
決
後
、
速
や
か
に
支
給

す
る
。

Q	

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給

付
金
の
条
件
は
。

A	

児
童
手
当
ま
た
は
特
別
児
童
扶

養
手
当
の
受
給
者
で
、
住
民
税
非
課

税
世
帯
、
家
計
急
変
世
帯
へ
支
給

し
、
国
で
簡
便
法
の
計
算
式
が
あ

り
、
対
象
を
４
０
０
人
と
見
込
ん
で

い
る
。

農

林

部

Q	

鳥
獣
被
害
防
止
総
合
対
策
補
助

金
の
減
額
理
由
は
。

A	

古
川
町
末
高
地
区
で
予
定
し
て

い
た
メ
ッ
シ
ュ
柵
の
設
置
延
長
を
減

ら
し
た
た
め
。

Q 

他
の
地
域
で
柵
の
設
置
要
望
が

な
い
の
か
。

A	

地
元
住
民
で
設
置
す
る
必
要
が

あ
る
。
要
望
が
あ
れ
ば
対
応
す
る
。

Q 

中
高
年
就
農
者
水
稲
応
援
補
助

金
で
農
地
を
借
り
て
稲
作
を
す
る
条

件
だ
が
、
作
業
受
託
は
対
象
に
な
ら

な
い
か
。
仕
組
み
と
し
て
検
討
で
き

な
い
か
。

A	

大
き
な
テ
ー
マ
と
捉
え
検
討
し

て
い
く
。

Q	
担
い
手
確
保
・
経
営
強
化
支
援

事
業
補
助
金
は
法
人
が
対
象
か
。

A	

法
人
も
個
人
の
場
合
も
あ
る
。

Q	

農
業
農
村
整
備
事
業
補
助
金
の

減
額
は
な
ぜ
か
。

A	

上
町
直
売
施
設
に
整
備
す
る
農

産
物
陳
列
棚
な
ど
、
県
補
助
が
不
採

択
と
な
っ
た
。

商
工
観
光
部

Q	

ま
つ
り
会
館
は
民
間
の
飲
食
店

が
入
っ
て
い
る
。
テ
ナ
ン
ト
料
の
見

直
し
の
考
え
は
。

A	

飲
食
店
は
時
短
協
力
金
が
あ

る
。
テ
ナ
ン
ト
料
を
下
げ
る
こ
と
は

考
え
て
い
な
い
。

Q	

流
葉
ス
キ
ー
場
の
過
年
度
指
定

管
理
料
返
還
と
は
。

A	

基
本
協
定
に
沿
っ
て
行
っ
て
い

る
も
の
。

基
盤
整
備
部

Q	

住
宅
対
策
費
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助

は
抽
選
方
式
な
の
か
。

A	

今
年
７
月
か
ら
抽
選
方
式
と
す

る
。

Q	

抽
選
に
は
ず
れ
た
方
は
ど
う
な

る
の
か
。

A	

リ
フ
ォ
ー
ム
補
助
は
３
年
間
行

う
計
画
。次
年
度
、ま
た
申
請
を
行
っ

て
い
た
だ
き
抽
選
と
な
る
。

水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

�

（
補
正
第
１
号
）

環
境
水
道
部

Q	

今
回
の
補
正
は
令
和
４
年
度
の

料
金
値
上
げ
を
反
映
し
て
い
る
の

か
。

A	

反
映
し
て
い
な
い
。

◆  

飛
騨
市
医
療
・
福
祉
専

門
職
員
就
職
準
備
貸
付

金
貸
与
条
例
の
一
部
改

正
◆  

飛
騨
市
看
護
師
等
修
学

資
金
貸
与
条
例
の
一
部

改
正

◆  

飛
騨
市
介
護
保
険
条
例

の
一
部
改
正

◆  

指
定
管
理
者
の
指
定

（
上
町
農
産
物
直
売
施

設
）

3

定例会の概要

常
任
委
員
会
Ｑ
＆
Ａ

予
算
特
別
委
員
会
Ｑ
＆
Ａ


